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農業委員会第２０回総会議事録 

 

１．日 時  令和４年２月１４日（月）午前９時３０分～午前１０時３５分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０１会議室 

 

３．出席委員（１５人）  

  会長 堀田 長久   会長職務代理者 鈴木  秀 

 １番 田中 恒司   ４番 佐々木 平  ５番 小菅 武次 

 ７番 飯田 秀治   ８番 辻󠄀    望  １０番 小林 伸康 

１１番 大石 徹也  １３番 稲田 利幹  １４番 上田 みね子 

１５番 近藤 啓子  １６番 大野 久美子 １８番 豊田 栄美子 

１９番 望月 広志 

 

４．欠席委員（４人） 

２番 長谷 康郎   ９番 加藤 三久   １２番 平子  伸 

１７番 三田 久憲 

    

 

５．事務局  

農業委員会事務局 鈴木次長，小林農地ＧＬ，森田，田吹 

農林水産課農政Ｇ 武内 

耕地課 玉田課長 

 

６．議事日程 

 開会 

   第１ 第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請について（所有権） 

 

      第２号議案  農地法第３条の規定による許可申請について（貸借権） 

 

      第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請について（所有権） 

 

第４号議案  農地法第５条の規定による許可申請について（貸借権） 

 

 第５号議案  農用地利用集積計画について 
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第６号議案  農地法第５条許可申請の事業計画変更承認申請につい

て（追加） 

 

 報告事項１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

 

      報告事項２号 使用貸借契約の解約について 

 

      報告事項３号 農地法第３条の規定による届出について（相続等届出） 

 

      報告事項４号 農地法第４条の規定による届出について（専決処理分） 

 

      報告事項５号 農地法第５条の規定による届出について（専決処理分・

所有権） 

      報告事項６号 農地法第５条の規定による届出について（専決処理分・

貸借権） 

      報告事項７号 非農地証明願について（市証明） 

 

      報告事項８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 

      報告事項９号 時効取得による移転について 

 

      報告事項 10号 取下願・取消願の承認について 

 

報告事項 11号 農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人 

の定期報告について 

 

第２ 土地改良事業参加資格の申出について 

 

 

７．会議の概要 

事務局 

ただ今より，鈴鹿市農業委員会第２０回総会を開催いたします。開会にあたりまし

て堀田会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会長（挨 拶） 

事務局 

続きまして，議事に移らせていただきます。今後の議事進行は，堀田会長にお願い

いたします。 
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議長（堀田会長） 

それでは，お手元の事項書にしたがいまして，議事を進めてまいります。 

まず，開会にあたりまして，本日の農業委員会第２０回総会は，委員の過半数が出

席しておりますので，農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により，本総

会が成立しましたことを報告申し上げます。また，議事録署名者を議席番号５番小菅

武次様，議席番号７番飯田秀治様にお願い申し上げます。 

 それでは，議事第１ 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の所有権に

ついて，事務局より説明いたします。  

事務局 

第 1号議案 農地法第 3条の規定による許可申請の所有権について説明いたします。 

まず，1 の 99 番は，譲受人は，利用農地 56,423 ㎡を耕作されています。今回の申

請地面積は 489 ㎡ですが，同一世帯内での所有権移転のため経営面積に変更はなく，

耕作放棄地等はありません。取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。機械に

つきましては，耕うん機を 7 台，トラクターを 5 台，農用自動車を 4 台，乾燥機を 2

台，田植機，コンバインを各 1 所有されています。労働力及び技術につきましては，

本人が経歴 10 年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 70 年，40 年，

8年が各 1名です。通作距離は約 270ｍです。必要な農作業について，年間約 60日従

事されています。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地

域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，3の 96番は，譲受人は，利用農地 3,598㎡を耕作されています。今回

の申請地面積は 1,000 ㎡ですが，この後ご審議いただきます第 2 号議案，農地法第 3

条の規定による許可申請の貸借権で 604 ㎡申請されており，併せて 5,202 ㎡となり，

耕作放棄地等はありません。取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。機械に

つきましては，トラクター，乾燥機，田植機，コンバイン，農用自動車を各 1台所有

されています。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 60 年で，世帯員等その

他常時雇用している労働力は，経歴 40年が 1名です。通作時間は徒歩で約 5分です。

必要な農作業について，年間約 100日従事されています。また，地域の農地利用調整

に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域

への支障はありません。 なお，高齢者面接対象者の為，健康状態について問題ない

ことを確認いただいています。 

続きまして，3の 101番は，譲受人は，利用農地 12,677㎡を耕作されています。今

回の申請地面積は 6,931㎡で，併せて 19,608㎡となり，耕作放棄地等はありません。

取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。機械につきましては，農用自動車を

2台，トラクター，耕うん機，田植機，バインダ，乾燥機を各 1台所有されています。

労働力及び技術につきましては，本人が経歴 10 年で，世帯員等その他常時雇用して

いる労働力は，経歴 10 年が 1 名です。通作時間は車で約 3 分です。必要な農作業に

ついて，年間約 60 日従事されています。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬
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の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はあり

ません。 

続きまして，10 の 94 番は，譲受人は，利用農地 8,298.50 ㎡を耕作されています。

今回の申請地面積は 37㎡で，併せて 8,335.50㎡となり，耕作放棄地等はありません。

取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。機械につきましては，トラクター，

耕うん機，田植機，コンバイン，農用自動車を各 1所有されています。労働力及び技

術につきましては，本人が経歴 50年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，

経歴 40 年が 1 名です。通作距離は約 400ｍです。必要な農作業について，年間約 60

日従事されています。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等につい

て地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，15 の 95 番は，譲受人は，利用農地 8,082.3 ㎡を耕作されています。

今回の申請地面積は 280㎡で，併せて 8,362.3㎡となり，耕作放棄地等はありません。

取得後は，野菜を栽培するとの申請です。機械につきましては，耕うん機を 3台所有

されています。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 23 年で，世帯員等その

他常時雇用している労働力は，経歴 23年，5年が各 1名です。通作距離は約 300ｍで

す。必要な農作業について，年間約 150日従事されています。また，地域の農地利用

調整に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺

地域への支障はありません。 

続きまして，16 の 93 番は，譲受人は，新規就農者で現在耕作面積はありません。

今回の申請地面積は 383㎡ですが，この後ご審議いただきます第 5号議案，農用地利

用集積計画で合計 4,756㎡申請されており，併せて 5,139㎡となり，耕作放棄地等は

ありません。取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。機械につきましては，

トラクター，耕うん機，田植機，乾燥機，コンバイン，農用自動車を各 1台所有され

ています。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 30 年で，世帯員等その他常

時雇用している労働力は，経歴 10年が 1名です。通作距離は約 410ｍです。必要な農

作業について，年間約 200日従事されます。また，地域の農地利用調整に協力し，農

薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はあ

りません。なお，新規就農者面接の対象者ですが，新規営農理由書及び営農計画書を

添付の上，申請されており，地区委員会において問題ないことを確認いただいており

ます。 

続きまして，19 の 97 番は，譲受人は，利用農地 8,868 ㎡を耕作されています。今

回の申請地面積は 340㎡で，併せて 9,208㎡となり，耕作放棄地等はありません。取

得後は，茶を栽培するとの申請です。機械につきましては，トラクター，耕うん機，

田植機，茶刈機を各 1所有されています。労働力及び技術につきましては，本人が経

歴 8年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 8年が 1名です。通作距

離は約 300ｍです。必要な農作業について，年間約 80日従事されています。また，地

域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますこ
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とから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，21 の 98 番は，譲受人は，利用農地 5,777 ㎡を耕作されています。今

回の申請地面積は 9,824.46 ㎡で，併せて 15,601.46 ㎡となり，耕作放棄地等はあり

ません。取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。機械につきましては，トラ

クター，乾燥機，田植機，コンバイン，農用自動車を各 1所有されています。労働力

及び技術につきましては，本人が経歴 35 年で，世帯員等その他常時雇用している労

働力は，経歴 35 年が 1 名で，臨時雇用労働力は経歴 5 年，10 年が各 1 名で，年間約

50 日従事します。通作時間は車で約 40 分です。必要な農作業について，年間約 60

日従事されています。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等につい

て地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

以上 8件，農地法第 3条第 2項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満た

していると考えます。また，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請につい

ては特に問題のないものと判断していますので，ご審議のほど宜しくお願いいたしま

す。 

議長（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第１号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第１号議案は，承認といたします。 

続きまして，第２号議案 農地法第３条の規定による許可申請の貸借権について，

事務局より説明いたします。 

事務局 

第 2号議案 農地法第 3条の規定による許可申請の貸借権について説明いたします。 

まず，3の 11番は，借り人は，利用農地 3,598㎡を耕作されています。今回の申請

地面積は 604㎡ですが，先ほどご審議いただきました第 1号議案，農地法第 3条の規

定による許可申請の所有権で 1,000㎡申請されており，併せて 5,202㎡となり，耕作

放棄地等はありません。以下，要件は先ほどご審議いただいた内容と同様で問題あり

ません。 

続きまして，22の 12番，13番，14番は，借り人が同一の為，併せて説明いたしま

す。借り人は，利用農地 6,860 を耕作されています。今回の申請地面積は，12 番が

1,543㎡，13番が 970 ㎡，14番が 2,516㎡，合計 5,029㎡で，併せて 11,889㎡とな

り，耕作放棄地等はありません。取得後は，野菜，果樹を栽培するとの申請です。機

械につきましては，トラクター，耕うん機を各 2台所有されています。労働力及び技

術につきましては，経歴 3年が 4名で，経歴 3年の 1名を増員予定で，臨時雇用労働

力は経歴 1 年が 4 名で，年間約 80 日従事します。通作時間は車で約 3 分です。法人

形態は株式会社ですが，株式の譲渡制限がある非公開会社で，主たる事業は農業です。

構成員は，農業関係者が総議決権の過半を占めており，役員の過半が法人の農業に常

時従事する構成員であり，役員の一名以上が農作業に常時従事しています。必要な農
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作業について，年間約 240日従事されています。また，地域の農地利用調整に協力し，

農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障は

ありません。 

以上 4件，農地法第 3条第 2項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満た

していると考えます。また，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請につい

ては特に問題のないものと判断していますので，ご審議のほど宜しくお願いいたしま

す。 

議長（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第２号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第２号議案は承認といたします。 

続きまして，第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の所有権について，

事務局より説明いたします。 

事務局 

第 3号議案 農地法第 5条の規定による許可申請の所有権について説明いたします。 

まず，1 の 109 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。申請

地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，国府地区市民

センターから北へ約 1,180ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれにも該当

しない為です。資金は残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を

利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設

置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，8 の 108 番は，隣接土木工事業者のための駐車場兼資材置場用地とし

て転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地

です。判断基準は，飯野地区市民センターから南西へ約 1,520ｍに位置し，第 1 種農

地及び第 3種農地のいずれにも該当しない為です。資金は通帳の写しを確認しており

ます。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は

自然浸透です。周囲はコンクリートブロックを設置する為，周辺農地への支障はない

と考えています。 

続きまして，12 の 110 番は，この後ご審議いただきます第 4 号議案，農地法第 5

条の貸借権の 12の 79番と一体で農家住宅用地として転用したい旨の申請です。申請

地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，伊勢若松駅か

ら西へ約 930ｍに位置し，駅を中心とする半径 1ｋｍまでの円で囲まれる区域の，面

積に占める宅地の割合が，4 割を超えている区域内に位置している為です。資金は通

帳の写し及び融資の見込みがあることを確認しております。面積の妥当性は，建ぺい

率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生活雑排水は

合併浄化槽にて処理後，雨水と共に既設道路側溝へ放流します。周囲はコンクリート

ブロックを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 
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続きまして，15の 102番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域外の第 3 種農地です。判断基準は中瀬古駅から東へ約 210ｍ

に位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 300ｍ以内の区域に位置している為です。資金

は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，

適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地

への支障はないと考えています。 

続きまして，15の 103番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域外の第 2 種農地です。判断基準は中瀬古駅から東へ約 380ｍ

に位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置している為です。資金

は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，

適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地

への支障はないと考えています。 

続きまして，15の 104番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域外の第 2 種農地です。判断基準は中瀬古駅から東へ約 430ｍ

に位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置している為です。資金

は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，

適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地

への支障はないと考えています。 

続きまして，15の 105番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域外の第 2 種農地です。判断基準は中瀬古駅から東へ約 470ｍ

に位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置している為です。資金

は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，

適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地

への支障はないと考えています。 

続きまして，15の 106番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域外の第 2 種農地です。判断基準は中瀬古駅から東へ約 410ｍ

に位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置している為です。資金

は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，

適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地

への支障はないと考えています。 

続きまして，19の 107番は，社会福祉施設用地の一部（駐車場）として転用したい

旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 1種農地です。判断基

準は，久間田地区市民センターから北西へ約 3,200ｍに位置し，おおむね 10ヘクター

ル以上の規模の一団の農地の区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転

用を原則として許可しない農地ですが，既存敷地の拡張に該当する為，例外的に許可

し得るものと考えております。資金は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性

は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲
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は土留を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

以上 9件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題の

ないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願い致します。 

議長（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第３号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

大石委員 

 ○○という会社の太陽光発電ですが，申請者が株式会社○○とか，○○○とか，○

○○とか，申請者がころころ変わっているのですが，どういうことでしょうか。 

事務局 

 この一帯は，昨年から，中瀬古駅東側周辺に○○関係の会社が事業をしているので

すが，いくつかの申請地に分けて申請されています。方針といたしましては，ここは

第２種農地，第３種農地であるというところから，客観的に許可を止めることはない

のですが，会社様の都合で分けているということになっています。関係法人の違う名

前で申請を出されたところで，それを拒むことはできないというところから，今回こ

のような申請に至っています。 

佐々木委員 

経産省の申請の関係で，同じところで小規模の申請は，続けてできないとの指導か

ら，申請者を変えている。 

大石委員 

 意義を申し立てているのではなく，何かあったときに誰に言えばいいのか，非常に

分かりづらい。 

事務局 

 一つの会社でやればいいと思われますが，先ほど佐々木委員が言われたように，法

律の関係で，別会社，別人格として申請者を分けているという狙いがあるようです。 

議長（堀田会長） 

他にご意見ご異議ございませんか。 

別段無いようでございますので，第３号議案は承認といたします。 

続きまして，第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の貸借権について，

事務局より説明いたします。 

事務局 

第 4号議案 農地法第 5条の規定による許可申請の貸借権について説明いたします。 

まず，1の 76番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。申請地

は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，国府地区市民セ

ンターから南東へ約 1,000ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれにも該当

しない為です。資金は残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を

利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設
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置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，1 の 77 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，国府地区

市民センターから南東へ約 710ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれにも

該当しない為です。資金は残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全

体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンス

を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，5の 74番は，農家住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地は，

農業振興地域内，農用地区域外の第 1種農地です。判断基準は，石薬師地区市民セン

ターから北西へ約 2,480ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上の規模の一団の農地

の区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原則として許可しない

農地ですが，集落に接続して設置される住宅に該当する為，例外的に許可し得るもの

と考えております。資金は融資の見込みがあることを確認しております。面積の妥当

性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・

生活雑排水は合併浄化槽にて処理後，雨水と共に既設道路側溝へ放流します。周囲は

コンクリートブロックを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，5の 78番は，農家住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地は，

農業振興地域内，農用地区域外の第 1種農地です。判断基準は，石薬師地区市民セン

ターから西へ約 2,800ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上の規模の一団の農地の

区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原則として許可しない農

地ですが，集落に接続して設置される住宅に該当する為，例外的に許可し得るものと

考えております。資金は融資の見込みがあることを確認しております。面積の妥当性

は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生

活雑排水は合併浄化槽にて処理後，雨水と共に既設道路側溝へ放流します。周囲はコ

ンクリート擁壁を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，6の 73番は，個人住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地は，

農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，鼓ヶ浦駅から北西へ

約 720ｍに位置し，駅を中心とする半径 1ｋｍまでの円で囲まれる区域の，面積に占

める宅地の割合が，4 割を超えている区域内に位置している為です。資金は融資の見

込みがあることを確認しております。都市計画法は手続き中です。面積の妥当性は，

建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生活雑

排水は合併浄化槽にて処理後，雨水と共に既設道路側溝へ放流します。周囲はコンク

リートブロックを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，6の 80番は，個人住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地は，

農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，白子地区市民センタ

ーから西へ約 490ｍに位置し，地区市民センターから周囲おおむね 500ｍ以内の区域

に位置している為です。資金は融資の見込みがあることを確認しております。都市計



 10 

画法は手続き中です。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考え

ています。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処理後，雨水と共に既

設道路側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロックを設置する為，周辺農地への

支障はないと考えています。 

続きまして，12 の 79番は，先程ご審議いただきました第 3 号議案，農地法第 5 条

の所有権の 12 の 110 番と一体で農家住宅用地として転用したい旨の申請です。申請

地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，伊勢若松駅か

ら西へ約 920ｍに位置し，駅を中心とする半径 1ｋｍまでの円で囲まれる区域の，面

積に占める宅地の割合が，4 割を超えている区域内に位置している為です。資金は通

帳の写し及び融資の見込みがあることを確認しております。面積の妥当性は，建ぺい

率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生活雑排水は

合併浄化槽にて処理後，雨水と共に既設道路側溝へ放流します。周囲はコンクリート

ブロックを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，20 の 75 番は，農家住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地

は，農業振興地域内，農用地区域外の第 3種農地です。判断基準は，椿地区市民セン

ターから東へ約 240ｍに位置し，地区市民センターから周囲おおむね 300ｍ以内の区

域に位置している為です。資金は融資の見込みがあることを確認しております。面積

の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水は上水道。

汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処理後，雨水と共に既設道路側溝へ放流します。

周囲はコンクリート擁壁を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

以上 8件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題の

ないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第４号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

 別段無いようでございますので，第４号議案は承認といたします。 

続きまして，第５号議案 農用地利用集積計画についてでございますが，農業委員

会等に関する法律第３１条第１項の規定により，○○委員の退席を求めます。 

それでは，議案について，事務局より説明いたします。 

事務局 

第５号議案 農用地利用集積計画について，別冊の農用地利用集積計画書により説

明します。   

計画書１３ページ目３９番は一ノ宮地区で米２０ｋｇと５０ｋｇの物納です。 

 以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。またすべてで申請者双方が合意して

おり，かつ地区委員会でも審議いただき承認されております。 

以上，ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 
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議長（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました議案につきまして，何かご意見ご異議ござい

ませんか。 

別段無いようでございますので，この議案は，承認といたします。それでは，○○

委員の着席を求めます。 

引き続き，第５号議案につきまして，事務局より説明いたします。 

事務局 

続きまして計画書１ページ目１番から３番は，国府地区です。１番は，米３０ｋｇ

の物納です。２番は，米３５ｋｇの物納です。３番は，９筆合計で米１５０ｋｇの物

納です。 

２ページ目４番から６番は，庄野地区です。４番は，米１５ｋｇの物納です。５番

及び６番は，１筆分で米３０ｋｇの物納です。 

３ページ７番から９番は，加佐登地区で使用貸借です。 

４ページ目１０番から１２番は，牧田地区です。１０番及び１１番は，使用貸借で

す。１２番は，２筆合計で米２６５ｋｇの物納です。 

５ページ目１３番及び１４番は，石薬師地区で使用貸借です。 

６ページ目１５番から８ページ目２１番は，稲生地区です。１５番から１８番は，

中間管理機構を通した使用貸借です。１９番及び２０番は，中間管理機構を通した３，

３００円の金納です。２１番は，米２０ｋｇの物納です。 

９ページ目２２番及び２３番は，飯野地区です。２２番は，使用貸借です。２３番

は，米２５ｋｇの物納です。 

１０ページ目２４番から１２ページ目３８番は，河曲地区です。２４番から３３番

は，使用貸借です。３４番は，米３０ｋｇ相当の金納です。３５番は，米２５ｋｇの

物納です。３６番は，米６０ｋｇの物納です。３７番は，３筆合計で米１５５ｋｇの

物納です。３８番は，７筆合計で米９００ｋｇの物納です。 

１３ページ目４０番から４４番は，一ノ宮地区です。４０番及び４１番は，米２５

ｋｇの物納です。４２番は，米４０ｋｇの物納です。４３番は，米５０ｋｇの物納で

す。４４番は，米１０ｋｇと２５ｋｇと５０ｋｇの物納です。  

１４ページ目４５番から４９番は，箕田地区です。４５番は，米５０ｋｇ相当の金

納です。４６番は，米５０ｋｇの物納です。４７番は，米１０ｋｇと３５ｋｇと５０

ｋｇの物納です。４８番は，米２５ｋｇと３５ｋｇと５０ｋｇの物納です。４９番は，

米２５ｋｇの物納です。 

１５ページ目５０番から５４番は，玉垣地区です。５０番及び５１番は，使用貸借

です。５２番は，米３０ｋｇ相当の金納です。５３番は，中間管理機構を通した２，

０００円の金納です。５４番は，中間管理機構を通した１０，０００円の金納です。 

１６ページ目５５番及び５６番は，栄地区です。５５番は，米１０ｋｇ相当の金納

です。５６番は，米３５ｋｇと５０ｋｇの物納です。 
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１７ページ目５７番から５９番は，天名地区です。５７番及び５８番は，使用貸借

です。５９番は，米６０ｋｇの物納です。 

１８ページ目６０番から２０ページ目６８番は，井田川地区です。６０番は，中間

管理機構を通した５，０００円の金納です。６１番は，中間管理機構を通した米１０

ｋｇの物納です。６２番から６６番は，中間管理機構を通した米３０ｋｇの物納です。

６７番は，中間管理機構を通した米１０ｋｇと３０ｋｇの物納です。６８番は，中間

管理機構を通した米３０ｋｇと５０ｋｇの物納です。 

２１ページ目６９番から７３番は，久間田地区です。６９番から７２番は，使用貸

借です。７３番は，１０，０００円の金納です。 

２２ページ目７４番及び７５番は，椿地区です。７４番は，使用貸借です。７５番

は，１０，０００円の金納です。 

２３ページ目７６番から８０番は，深伊沢地区です。７６番は，米１５ｋｇ相当の

金納です。７７番は，米３０ｋｇ相当の金納です。７８番は，使用貸借と，米３０ｋ

ｇ相当の金納です。７９番は，米４５ｋｇ相当の金納です。８０番は，米３５ｋｇの

物納です。 

２４ページ目８１番から２５ページ目８８番は，鈴峰地区です。８１番は，所有権

の移転です。８２番から８８番は，使用貸借です。 

２６ページ目８９番から９１番は，庄内地区です。８９番は，３筆合計で２０，０

００円の金納です。９０番は，使用貸借です。９１番は，農地中間管理機構を通した

使用貸借です。 

 以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。またすべてで申請者双方が合意して

おり，かつ地区委員会でも審議いただき承認されております。以上，ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

議長（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第５号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第５号議案は，承認といたします。 

ここで皆様には申し訳ございませんが，報告事項に入らせていただく前に，第６号

議案がございまして，それが抜けておりましたので，説明させていただきます。 

第６号議案 農地法第５条許可申請の事業計画変更承認申請について，事務局より

説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

事務局 

 第 6号議案 農地法第 5条の許可申請の規定による許可申請の事業計画承認申請に

ついて説明いたします。先ほどお配りしました資料をご覧ください。 

23の 4番は，太陽光パネル設置用地として令和 3年 2月 18日付け第 10-78号で許

可いたしました事業計画の一部を変更したい旨の申請です。今回の申請は，官地の払
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い下げに伴い，当初のパネル配置が変更となったため，事業計画変更承認申請があり

ました。事業の目的は前回許可内容と変更ありません。資金は残高証明書を確認して

おります。土地造成は切土及び盛土して整地。雨水は敷地内に調整池を設け一時貯留

し，下流水路の能力に応じた排出を行います。周囲はフェンス及び土羽を設置するた

め，周辺農地への支障はなく，被害防除については前回の内容と同等であると考えて

います。 

以上 1件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題の

ないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（堀田会長） 

 第６号議案につきましては，令和 3 年 2 月 18 日付けで許可しました計画内容の変

更でございます。何かご意見ご異議ございませんか。 

別段無いようでございますので，第６号議案は，承認といたします。 

 続きまして，報告事項に移らせていただきます。報告事項１から１１につきまして

一括して事務局より説明します。 

事務局（議案書朗読） 

議長（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました報告事項１から１１の案件は，すべて書類内

容等も完備しておりますので，報告といたします。 

報告事項につきまして，ご質問等ございませんか。 

 別段無いようでございますので，報告事項を終了します。 

続きまして，議事第２ 土地改良事業参加資格の申出について，議事の担当課であ

る耕地課より説明いたします。 

事務局（耕地課） 

議事第２ 土地改良事業参加資格の申出について説明いたします。 

先月の本総会においてご承認いただきましたものと同じ内容でございますが，対象

者の追加ということで，あらためて説明させていただきます。本件は，鈴鹿市秋永町，

五祝町，磯山町及び津市の河芸町を区域としたほ場整備事業の実施に伴い新たに組織

される土地改良区につきまして，その設立認可の申請や，当該土地改良区の組合員と

して，地区内の農地の所有者が参加するための申出でございます。 

土地改良区とは，土地改良法に基づき地域の関係農業者により組織される団体で，

農業用の用水や排水の施設整備，区画整理等の土地改良事業を実施するほか，造成し

た土地改良施設の維持管理等を行う組織です。当地区のほ場整備事業は，国の補助事

業である農地中間管理機構関連農地整備事業により，令和４年度新規として事業採択

に向けて進めております。この事業は，ほ場整備の対象となる農地について，県の農

地中間管理機構を通じて，受け手となる担い手に耕作権がついていることが必須の要
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件となっておりますことから，昨年の総会にてご承認をいただき，現在，それぞれに

賃借権が設定されております。 

土地改良法では，第３条において，土地改良事業に参加する資格を規定しており，

所有権以外の権原に基づき耕作に供される農地につきましては，農業委員会に対し，

その所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出があり，農業委員会がこれを

承認した場合に，所有者の参加資格が与えられるものでございます。 

当地区の整備対象農地は，現在，全てに賃借権が設定されておりますことから，所

有者が土地改良区の設立や組合員として参加するにあたり，本件，土地改良事業に参

加する旨の申出を行うものでございます。説明は以上でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

議長（堀田会長） 

ただ今，耕地課から説明がありました議事第２につきまして，何かご意見ご異議ご

ざいませんか。 

別段無いようでございますので，議事第２は，承認といたします。 

以上で，本日の議事は，すべて終了いたしました。 


